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ダブル連結トラックの通行区間の拡充について
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１．ダブル連結トラックの概要

1

現状： トラック輸送は、深刻なドライバー不足が進行（約４割が50歳以上）
■特車許可基準を緩和し、１台で通常の大型トラック２台分の輸送が可能な

「ダブル連結トラック」の導入を図り、トラック輸送の省人化を促進

ダブル連結トラック：１台で２台分の輸送が可能

約12m

特車許可基準の車両長を緩和

（現行の21mから最大で25mへの緩和）

通常の大型トラック現在

今後

平成３１年１月２９日より新東名を中心に本格導入



２．ダブル連結トラックの実験・導入の経緯
車両長 21m超車両車両長 21m 車両

H28年度

H29年度

H30年度

R1年度

R4年度

実験結果とりまとめ、本格導入に必要な条件等の整理

10/19 実験参加者の公募開始と特車通行許可基準の特例通達の発出

車両開発

11/1 25m車両の走行実験開始
（ヤマト運輸）

2/5 23m車両の走行実験開始
（日本梱包運輸倉庫）

3/17 21m車両の走行実験開始
（福山通運・ヤマト運輸）

参加者は随時受付

3/29 25m車両の走行実験開始
（西濃運輸）

平成３１年１月２９日 本格導入【海老名JCT～豊田東JCT】

6/29 25m車両の走行実験開始
（西濃運輸）

11/22 21m車両の走行実験開始
（日本梱包運輸倉庫）

10/16 25m車両の走行実験開始
（福山通運）

令和元年８月８日 ルート拡充【北上江釣子IC～太宰府IC】

令和４年１１月８日 ルート拡充【約2,050ｋｍ→約5,140ｋｍ】 2



【参考】ダブル連結トラックの実験結果概要（省人化・環境負荷低減効果）

○同じ重量を輸送する場合、通常の大型トラックに比べ2１m超車両は、ドライバー数が約5割の削減と
なり省人化効果が発現し、燃料消費量・CO2排出量も約４割削減。
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■ＣＯ２削減効果（千ｔ・km当たりの排出量）

■省人化（千ｔ・km当たりの必要ドライバー数）■車両諸元

出典：福山通運（株）乗務記録表 （H29.10月～H30.7月）
ヤマト運輸（株）乗務記録表 （H29.11月～H30.7月）
日本梱包輸送倉庫（株）業務記録表（H30.2月～H30.7月）
西濃運輸（株）業務記録表（H30.4月～H30.7月）

＜大型トラック（12m車両）＞

＜ダブル連結トラック（21m車両）＞

＜ダブル連結トラック（21m超車両）＞
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約５割削減

21m超車両21m車両大型トラック対象車両

22.0t16.8t10.9t平均輸送量

0.18人0.23人0.35人千t・kmあたりの必要ドライバー数

32.0kg-CO239.1kg-CO256.6kg-CO2千t・kmあたりのCO2排出量

12.2L14.9L21.6L千t・kmあたりの燃料消費量

21m超車両21m車両大型トラック車両諸元

24.9820.9811.98長さ （m）
3.783.783.78高さ （m）
2.492.492.49幅 （m）
25.924.113最大積載量 （t）

約３割
削減

約２割
削減

約４割削減

約３割
削減

約２割
削減
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３．現在のダブル連結トラックの通行区間について
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豊田藤岡

伊勢西

下津

岡山総社

三島川之江

福崎

松山

高知

苅田
北九州空港

宮崎

長崎

大分宮河内

鹿児島

西宮

山形北

美濃

北上江釣子IC

太宰府IC

拡充前：約2,050km
拡充後：約5,140km

：令和４年11月拡充区間

：令和４年10月以前走行区間
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４．ダブル連結トラックの運行状況

○２０２４年問題を受けて、物流効率化のため、ダブル連結トラックの導入が進んでおり、申請者数及び
許可件数のいずれも増加している

○物流事業者において、今後も、ダブル連結トラックの導入拡大を検討している

※R元．８
路線拡充

※R４．１１
路線拡充

※１回の許可で２年間、許可された区間を通行可能

（申請者数）
（許可件数）
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５．令和４年拡充区間での通行状況
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岡山総社

三島川之江

福崎

松山

高知

苅田
北九州空港

宮崎

長崎

大分宮河内

鹿児島

西宮

山形北
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太宰府IC

拡充前：約2,050km
拡充後：約5,140km

：令和４年11月拡充区間

：令和４年10月以前走行区間

：拡充区間のうち、許可実績あり区間

所沢



龍野西SA

６．ダブル連結トラックの駐車マスの整備について

山陽道 東名・新東名名神・新名神九州道・関門橋

十和田IC

鹿児島IC

浜松SA

道口PA
小谷SA

奥屋PA

掛川PA

藤枝PA

吉備SA

沼田PA

宮島SA

玖珂PA

下松SA

富海PA

佐波川SA

美東SA

多賀ＳA

福山SA

吉志PA

足柄SA

浜松いなさ【路外】

桂川PA

豊橋PA

黒丸PA

高坂PA

鶴巣PA

蔵王PA

金成PA

三本木PA

安達太良SA

国見SA

中尊寺PA

東北道

黒磯PA

供用中
6車線 4車線 2車線

事業中

ダブル連結トラック
運行可能路線 6車線 4車線

ダブル連結トラックが
駐車可能な休憩施設等

凡 例

菩提寺PA

土樽PA

山形北IC

安積PA

那須高原SA

都賀西方PA

鮎沢SA

新潟空港IC

新空港IC

潮来IC

所沢IC

宮崎IC

長崎IC

大分宮河内IC

松山IC

高知IC

下津IC

黒部IC

美濃IC

伊勢西IC
圏央道

遠州森町PA

鈴鹿PA

尾張一宮PA

岐阜三輪PA

長篠設楽原PA

豊田上郷SA

三木SA

更埴JCT

赤城高原SA

小黒川PA

伊吹PA

寄居SA
高坂SA

蓮田SA

鴻ノ池SA

双葉SA

宮原SA
福石PA

瀬戸PA

淡路SA

刈谷PA

基山PA

吹田SA

宝塚北SA

淡河PA

岩手山SA

波志江PA

上里SA

八ヶ岳PA

甘楽PA
横川SA

甲南PA

佐野SA

友部SA

上河内SA

霧島SA

古賀SA

花巻PA

滝沢PA

養老ＳA

関SA・長良川SA

ダブル連結トラック
駐車マス整備をＲ6年度に
計画している休憩施設等

広川SA

南条SA

賤ケ岳SA

亀山PA

駿河湾沼津SA

静岡SA

清水PA

東部湯の丸PA

土山SA

市原IC

湖東三山ＰA

羽生PA

前森山PA

山田SA

以下のエリアで予約駐車マスの実証実験を実施中（下図旗挙げ□表示）
・新東名 浜松いなさＩＣ路外駐車場：３０台 （２０２１.４.１～）
・東名 足柄ＳＡ（上り） ：１台 （ ２０２１.４.１～）
・新東名 静岡ＳＡ（上下）：各１台 （ ２０２１.７.３０～）
・新名神 土山ＳＡ（上下）：各１台 （ ２０２１.１０.２９～）
・東北道 那須高原ＳＡ（上り）：３台 （２０２４．３．１９～）

福崎IC

○ダブル連結トラックの駐車マスについて、令和６年３月末時点で、１５２箇所３１３台分を整備済みであり、
令和６年度はさらに２９箇所５８台分を整備予定。

令和６年3月末時点

勝央SA

名立谷浜SA

妙高SA
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砂川SA

七塚原SA
吉和SA

志波姫PA

長者原SA



＜付属資料＞
① 軌跡図
② 特定の区間の通行距離等に関する書類
③ 申請書において車両の安全装置が装備されていることを確認したことを報告する書類
④ 運用者に関わる書類（免許証の写し、実技訓練を受講したことを証する書類、など）
⑤ Gマーク認定証の写し※通行期間を4年とする場合

７．手続きの見直し状況（事前審査）

○ ダブル連結トラックは、その車両の大きさから、通常の車両と比べ、特に通行可能な道路が限られることや
安全運行のために特別な装備や運転者の技能を求めているため、事前相談を推奨。

○ 許可期間を更新する場合などは事前相談を不要とする運用を実施しているが、事業者の声も踏まえ、審査
マニュアルにおいても不要なケースを明記し、推奨であることを周知。

【ダブル連結トラック申請の流れ】

事前相談

申請書作成

ETC2.0車載器情報の
登録・利用規約の同意

申請書の提出（オンライン申請）

審査

許可証交付

⇒２１ｍ超車両の申請は、一般的な申請と比較し、通行条件、添
付書類、通行経路の設定方法等が複雑です。適切かつ円滑な手
続きを行うため、申請前に事前相談を行うことを推奨します。

：特殊車両通行手続きにおけるダブル連結トラック独自の項目

（審査マニュアルでの記載）
ダブル連結トラックの申請は、他の特殊車両の申請と比較して、申請方法、付属書
類、通行経路の設定方法等の留意点が多岐にわたるため、申請予定者に対して、
受理機関への事前相談を行っていただくことを推奨しています。
（中略）
更新申請、車両諸元と経路が既存の許可の範囲内の申請、申請者が自らの責任
において事前相談を必要としない場合等については、事前相談は必要ありません。

⇒事前相談した地方整備局の指定した(直轄)国道事務所を申請先
とします。オンライン提出時に次の付属資料を添付資料します。
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８．拡充対象区間の考え方

○拡充を検討する区間は、①ダブル連結トラックの運行について事業者のニーズがある又は災害等に
よる通行止め時の迂回路として活用できる区間、かつ、②高速本線について４車線以上であり、構造
上の支障等がない区間

・道路構造：高速道路の通行可否等の確認 （道路管理者）
・休憩箇所：ダブル連結トラックに対応した駐車マスの設置箇所の検討（高速道路会社）

【検討内容】

事前に物流事業者から拡充希望の経路、発着地や休憩予定箇所等の情報を収集

拠点

拠点

拠点

IC IC ICJCT高速道路

一
般
道

SA

通行可否の確認

通行可否の確認
通行可否の確認

駐車ますの検討・設置

PA

駐車ますの検討・設置

（イメージ）
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山口
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清水 市原
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幸手

久喜白岡

海老名

八王子

所沢

長岡

新潟空港

黒部

更埴

拡充前：約5,140km
拡充後：約6,330km

：現在走行区間

：今回拡充区間

大分宮河内

小樽

苫小牧東

旭川鷹栖

新空港

練馬

東京

高井戸

川口

※ネットワーク図は2024年4月1日時点
※事業中区間のIC、JCT名称には仮称を含む
※首都圏、中部圏、近畿圏、札幌、仙台、広島、北九州、福岡都市圏については、一部の路線を図示していない

９．拡充する通行区間について（全国）
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９．拡充する通行区間について（首都圏）
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：今回拡充区間

：現在走行区間

大
開

出
島

幸浦

横浜町田

海老名

所沢

篠崎

八王子

高井戸
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狩場

川口

船橋

高谷



９．拡充する通行区間について（近畿圏）
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松原

明石西

住吉浜

関西国際空港

須磨

：今回拡充区間

：現在走行区間

泉佐野

六甲アイランド北
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長岡
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：現在走行区間

：今回拡充区間

大分宮河内

小樽

苫小牧東

旭川鷹栖

新空港

１０．通行区間の拡充に併せたダブル連結トラックの駐車マスの整備

○拡充予定の通行区間において、全国１２ヶ所の休憩施設等でダブル連結トラック優先駐車マスを新たに整備
し、改善基準告示（連続運転時間４時間で３０分の休憩）を超過する箇所を解消予定。

○その後も今回拡充される通行区間も含め、物流事業者のニーズを踏まえ、休憩施設内のレイアウト等を検討
の上、順次整備を行う。
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：通行区間の拡充と併せて整備する予定の休憩施設

拡充前：約5,140km
拡充後：約6,330km

砂川SA（上下）

吉和SA（上下）

七塚原SA（上下）

勝央SA（上下）

名立谷浜SA（上下）

妙高SA（上下）



１１．確認制度活用に向けた取り組み
○現在、ダブル連結トラックの特殊車両通行手続きについては、「許可制度」のみで対応している状況。
○通行区間の拡充や許可実績が増加している状況を踏まえ、即時に通行が可能となる「確認制度」に対応した
システム改良を令和６年度中に実施する予定。

※国土交通大臣は、登録等の事務を行わせるため、道路法に基づき（一財）道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定
14



１２．今後のスケジュール

物流小委員会【拡充検討路線（案）の審議】
７／９
（本日）

今年
夏～秋頃

路線拡充（通達改正）

※許可申請受付開始

許可（走行開始）

休憩箇所の整備（高速道路会社）
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